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「構内操縦担当者の始終業時間の変更」に関する申し入れ

２月１４日、会社より大阪修繕車両所の始終業時間の変更についてお知らせがあった。

しかし、構内操縦担当者の入１１・入１２（日勤）入１・入２（夜勤）の始終就業時間

を現行より９０分後ろへ移行させるという極めて異例の変更であると考える。

よって、以下の通り申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．構内操縦担当者の入１１・入１２（日勤）入１・入２（夜勤）の始終就業時間を現

行より９０分後ろへ移行させる理由を明らかにすること。

２．入１１・入１２（日勤）の始終就業時間の変更後、１７時１５分～１８時４５分の

間の業務量を明らかにすること。

３．入１・入２（夜勤）の始終就業時間の変更後、９時１５分～１０時４５分の間の業

務量を明らかにすること。

４．入１１・入１２（日勤）入１・入２（夜勤）の社員に対して、通勤回送が利用でき

ないため、通勤バスの柔軟な設定をすること。また、入１１・入１２（日勤）入１

・入２（夜勤）の社員が利用する茨木発の通勤バスは、プラザ前、定時発とするこ

と。

５．入１１・入１２（日勤）入１・入２（夜勤）の始終就業時間の変更に伴い、入１１

・入１２と入１・入２の勤務時間が重複（１８時１５分から１８時４５分）・（１０

時１５分から１０時４５分）するが、この間のカードキー・ディンプルキー・携帯

電話の貸与はどうなるのか明らかにすること。

６．構内操縦担当者の通勤時間、通勤経路等を勘案し、社員の希望に沿えるよう勤務作

成すること。

以上


